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富

学

校

給

食

共

同

調

理

場

白 井 市

鎌 ケ 谷 市

船 橋 市

柏 市

高 等 学 校

第 二 公 園

七 次

第 一 公 園

公 園

木 戸 公 園

県

道

白

井

・

流

山

線

号

４
６

４

国

道

号

４
６

４

国

道

河 原 子

成 田 ス カ イ ア ク セ ス 線

次

川

セ ン タ ー

小 学 校

ふ る さ と の 森

市 民 の 森

セ

ン

タ

ー

幼

稚

園

セ ン タ ー

南 山 公 園

県 営 住 宅

県 立 白 井

南 山 中

健

福

祉

白 井 市 役 所

白 井 消 防 署

白 井

学 校

白 井 聖 仁 会 病 院

白 井 駅 前

セ ン タ ー

南 山 小 学 校

ま

こ

と

南

山

障 害 者 支 援

池

ノ

上

一

丁

目

南 山 ニ 丁 目

南 山 三 丁 目

南 山 一 丁 目
堀

込

一

丁

目

長 殿 橋
水 光 園

白 井 総 合 公 園

法
目

川

セ

ン

タ

ー

文

化

会

館

図

書

館

郷

土

資

料

館

保

第 一 小 学 校

小
室

南
橋

法

動 公 園

白 井 第 二 工 業 団 地

金

山

落

名

田 家 住 宅

白 井

ヶ

沢

川

日 本 中 央 競 馬

目
北

大
橋

白

井

橋

県

道

千

葉

ニ

ュ

ー

タ

ウ

ン

北

環

状

線

停

車

場

線

県

道

白

井

笹

塚

一

丁

目

復

神 々 廻

市 民 の 森

神

崎

川

二

重

川

弁

天

池

白 井 コ ミ ュ ニ テ ィ

商 工 会 館

白 井 中 学 校

市

民

プ

ー

ル

高 橋 植 物 園

白

井

橋

国

道

１

６

号

主

要

地

方

道

市

川

・

印

西

線

白 井

河 原 子

白 井 運

内

河 原 子

今 井

神

崎

川

橋

谷 田

清 戸

桜

台

セ

ン

タ

ー

桜 台 ニ 丁 目

桜 台 小 学 校

船 橋 カ ン ト リ ー ク ラ ブ ゴ ル フ 場

福 祉 セ ン タ ー

清 戸

神 々 廻

十 余 一

旧

平

塚

分

校

松 戸 市 営 白 井 聖 地 公 園

平 塚

下 手 賀 沼

滝

会 競 馬 学 校

北 総 白 井 病 院

池 の 上 小 学 校

堀 込 団 地

白

井

若

葉

幼

稚

園

池 ノ 上 三 丁 目

池 ノ 上 二 丁 目

堀 込 ニ 丁 目

堀 込 三 丁 目

復

根

冨 士 セ ン タ ー

白

井

第

三

小

学

校

西 白 井 消 防 署

主

要

地

方

道

市

川

・

印

西

線

け や き 台 一 丁 目

大 松 一 丁 目

冨 士

け や き 台 二 丁 目

七 次

野

口

川

神

崎

川

七

宝 幼 稚 園

七 次 台 中 学 校

ま ど か 幼 稚 園

清

水

口

小

学

校

西

白

井

複

合

清 水 口 団 地

七 次 南 橋

七 次 北 橋

白

井

大

橋

白 井 駅

北 総 鉄 道 北 総 線

県

道

西

白

井

停

車

場

線

笹 塚 三 丁 目

笹 塚 二 丁 目

野 口

七 次 台 一 丁 目

七 次 台 ニ 丁 目

根

清 水 口 三 丁 目

清 水 口 一 丁 目

清 水 口 ニ 丁 目

公 園

中 木 戸

英 幼 稚 園

大 山 口 中 学 校

大 山 口 住 宅

大 山 口 小 学 校

西

白

井

駅

大 山 口 一 丁 目

大 山 口 二 丁 目

富 塚

西 白 井 一 丁 目

西 白 井 二 丁 目

西 白 井 三 丁 目

折

立

菖

蒲

園

中 木 戸

所 沢

七 次 台 小 学 校

白 井 幼 稚 園

所

沢

橋

新 所 沢 橋

七 次 台 四 丁 目

七 次 台 三 丁 目

根

木

折 立

西 白 井 四 丁 目

中 峠 団 地

白 井 第 一 工 業 団 地

富 塚

白 井 第 二

中

名 内

小

室

公

園

小

野

田

川

鈴

身

川

小 室 中 学 校

小 室 小 学 校

小

室

出

張

所

北

消

防

署

新 京 葉 変 電 所

東 京 電

京 成 電 鉄 成
北 総

鉄
道

大 森 川 防 災 調

ク

ス

カ

イ

印

力

小

室

駅

県

道

小

室

停

車

場

復

線

小 室 町

小 野 田 町

車 方 町

線

西

方

線

地

方

平 賀 学 園 台 調 整 池

松

崎

第

１

調

整

池

松 崎 第 ２ 調 整 池

調 整 池

草 深 地 区 雨 水

竹 袋 調 整 池

調

整

池

前 新 田 浄 水 場

長 門 川 水 道 企 業 団

角 田 川 防 災 調 節 池

調 節 池

鹿 黒 川 防 災

調

節

池

造 谷 川 防 災 調 節 池

セ
ス

線

ア
ク

カ
イ

田 ス線 ・

節 池

亀

成

川

防

災

調

節

池

平 岡 グ ラ ウ ン ド

東 京 電 機 大 学

中

央

駅

南

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

セ

ン

タ

ー

（ フ レ ン ド リ ー プ ラ ザ ）

セ ン タ ー

ス

マ

イ

ル

保

育

園

（ 永 治 プ ラ ザ ）

山 田

宗

主

印

西

線

佐

倉

セ ン タ ー

キ ャ ン パ ス

川崎

武 西

東 京 電 機 大 学

千 葉 ニ ュ ー タ ウ ン

神

木 刈 七

木 刈 五

浦 部 村 新 田

白 幡

高 西 新 田

下 手 賀 沼

中

央

排

水

路

新

川

（

印

旛

放

水

路

）

中

央

排

水

路

新 阿 宗 橋

県

道

八

千

代

印

旛

栄

自

転

車

道

線

さ く ら キ ャ ン パ ス

北 総 自 動 車 学 校

瀬 戸 幼 稚 園

北
総

小

林

駅

倉

印

方

道

佐

主

要

地

要

地

方

道

中 央 公 園

セ ス 線

ア

旛

沼

新

田

印

旛

日

本

医

大

駅

歴

史

資

料

戸

瀬 戸

美 瀬 一

鎌

苅

干

拓

鎌 苅

若

萩

四

川

印 旛 コ ー

々

井

町

平 賀

館

市

立

印

旛

医

科

器

械

瀬 戸 干 拓

吉

高

干

拓

み ど り 台 二

つ く り や 台 二

号

４

６

４

道

号

４

６

４

国

平 賀 出 張 所

京

成

電

鉄

成

田

成 田 市

平 賀 学 園 台 一

平

賀

学

園

台

二

平

賀

学

園

台

三

平 賀 干 拓

平 賀 干 拓

平 賀

山 平 二 区

山 平 一 区

山

田

干

拓

二

区

山 田 干 拓 一 区

師 戸 干 拓

師

松 虫

吉 高

角 田

美 瀬 二

舞 姫 二

舞 姫 三

舞

姫

一

若 萩 一

若 萩 三

若 萩 二

荒 野

竜 腹 寺

惣 深 新 田 飛 地

み ど り 台 三

北

総

鉄

道

車

両

基

地

看 護 専 門 学 校

印

旛

中

学

校
松

虫

川

防

災

調

節

池

松 虫 姫 公 園

い に は 野 小 学 校

萩 原 公 園

日 本 医 科 大 学

一

本

松

用

水

県

立

印

旛

沼

公

園

印

旛

水

路

印 旛 消 防 署

師

戸

ス

佐 倉 市

印

西

市

役

所

印

旛

支

所

千 葉 北 総 病 院

ふ

れ

あ

い

セ

ン

タ

ー

い

ん

ば

印 旛 保 健 セ ン タ ー

日 本 医 科 大 学 付 属

印 西 市 商 工 会 印 旙 支 所

総 武 カ ン ト リ ー ク ラ ブ

印 旛 特 別 支 援 学 校

順 天 堂 大 学

酒

小 学 校

中

央

排

水

路

弁 王 山

北 印 旛 沼

山

田

橋

市

井

橋

六

合

小

学

校

印 旛 公 民 館

印 旛

弁 天 池

県

道

八

千

代

印

旛

栄

自

転

車

道

線

甚

兵

衛

大

橋

国

道

印 旛 学 校

給 食 セ ン タ ー

崎

線

橋

印

西

線

つ く り や 台 一

松 崎 台 一

松 崎 台 二

八 千 代 市

造

谷

川

西

線

ラ ブ

西 印 旛

野

萩 原

中 根

小 林 北 三

小

印

西

線

県

道

佐

原

我

孫

子

自

転

車

道

線

臼

井

印

主

要

地

方

道

千

葉

大 廻

岩 戸 干 拓

岩 戸

吉 田 干 拓

吉 田

草 深
松 崎

船 尾

造 谷

草 深

東 の 原 三

草 深

高 花 六

高 花 五

高 花 四

多 々 羅 田

結 縁 寺

内 野 三

中 央 南 二

戸 神 台 二

武

西

学

園

台

三

戸 神

武 西 学 園 台 一

武 西 学 園 台 二

戸 神 台 一

内 野 一

内

野

二

印 旛 コ ー ス

総 武 カ ン ト リ ー ク

沼

舟

戸

大

橋

歴

史

民

俗

資

料

館

岩 戸 出 張 所

市

立

印

旛

宗

像

小

学

校

中 等 教 育 学 校

時 任 学 園

北 コ ー ス

総 武 カ ン ト リ ー ク ラ ブ

像

線

泉 カ ン ト リ ー 倶 楽 部

県

道

八

千

代

吉

田

球

場

草

深

の

森

そ う ふ け

総 武 カ ン ト リ ー ク ラ ブ

ふ れ あ い の 里

県 立 北 総 花 の 丘 公 園

主

要

地

方

道

千

葉

竜

ヶ

戸

神

川

防

災

調

節

池

戸

神

高

架

橋

船

穂

中

学

校

船 穂 小 学 校

主

要

地

方

道

船

印 西 郵 便 局

高

花

小

学

校

高 花 公 園

東 京 基 督 教 大 学

船 穂 出 張 所

船 穂 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

戸

神

川

号

３
５

６

国

道

号

号

４

６

４

国

道

４

６

４

国

道

県

道

印

西

印

旛

線

線

主
要

方 道

鎌

地

本

埜

ヶ
谷

号

３

５
６

国

道

成

田

線

吉 植 池

門

川

旧

長

長

門

川

内 甚 兵 衛 沼

物

木

集

水

路

外 甚 兵 衛 沼

長

門

川

将
監

川

公 園

自 然 公 園

押

付

分

区

事

務

所

印

旛

沼

土

地

改

良

区

ス ポ ー ツ プ ラ ザ

本

埜

公

民

館

本 埜 消 防 署

本

埜

保

健

セ

ン

タ

ー

物 木

滝 野 七

栄 町

み ど り 台 一

吉 高 干 拓

萩 原 干 拓

松 虫

中

萩 埜

桜

牧 の 原 六

滝 野 五

惣

深

新

田

飛

地

滝 野 四

滝 野 二

滝 野 三

竜 腹 寺

中

根

萩 原

東 の 原 二

東 の 原 一

草 深

下 井

中 根

萩 埜

押 付

甚 兵 衛

立 埜 原

行 徳

下 曽 根

中

佐 野 屋

和 泉 屋

長

門

屋

長 門 屋

笠 神

小 林

中 田 切

松 木

下 井

安 食 卜 杭

酒 直 卜 杭

将 監

本 埜 小 林

物 木

小 林 北 一

小

林

北

五

小 林 北 二

林 北 四 小

林

北

六

小

林

浅

間

一

小

林

浅

間

三

小 林 浅 間 二

滝

滝 野 六

滝 野 一

小 林 大 門 下 一

小 林 大 門 下 二

小 林 大 門 下 三

小 林

平 岡

も と の 橋

滝 野 出 張 所

千 葉 県 水 道 局 北 総 浄 水 場

滝 野

滝

野

中

学

校

滝

野

小

学

校

本 埜 フ ァ ミ リ ア 館

道 作 古 墳 群

平 岡 自 然 の 家

平 岡

印

西

斎

場

牧

の

原

公

園

亀 成 川 防 災 調 節 池

小 林 小 学 校

専

念

寺

大

井

競

馬

小

林

牧

場

小 林 中 学 校

作 万 橋

横 須 賀 橋

清 兵 衛 沼

も

と

の

幼

稚

園

本 埜

本 埜 中 学 校

印 西 市 役 所 本 埜 支 所

龍

湖

寺

小

林

物

木

雨

水

布 鎌 大 橋

小

林

出

張

所

小 林 北 小 学 校

西 福 寺

光 明 寺

連 絡 事 務 所

印 旛 沼 北 部 地 区

舟 戸 橋

北 印 旙 沼

慶

昌

寺

本

埜

第

一

小

学

校

庄

九

郎

沼

和 田 沼

吉

次

沼

給 食 セ ン タ ー

本 埜 学 校

本

埜

第

二

小

学

校

七 兵 ヱ 沼

長
戸

橋

鹿

黒

川

根

川

軒

川

）

（

六

利

弁

天

川

手

賀

川

下

手

賀

川

手

賀

川

セ ン タ ー

公 園

竜 ヶ 崎 線

道

船

橋

印

西

線

南

環

状

線

ン

タ

ウ

道

千

葉

臼
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木下東地区計画

6・5・1

5・5・2

4・4・2

3・3・2

3・3・4

3・3・1

3・3・5

3・3・3

3・3・21

5・6・1

5・5・8

4・5・4

4・4・1

4・3・3

4・4・5

3・4・6

5・4・3

4・4・6

3・3・19

3・3・20

3・3・10

3・3・16

3・3・7

3・3・11

3・3・15

3・3・17

3・3・18

3・3・14

3・3・13

2・2・5

2・2・1

2・2・4

2・2・3

2・2・2

　印西都市計画公園及び都市計画緑地

番　号 名　称 面積（ha） 番　号 名　称 面積（ha）

印　　西　　市 総　合　公　園 （69.4）

街　区　公　園 （1.30） 5・6・1 印 西 総 合 50.0

2・2・1 中 丑 東 0.25 5・5・8 松 山 下 14.1

2・2・2 中 丑 西 0.25 5・4・3 印 旛 沼 5.3

2・2・3 稲 荷 谷 0.25 都　市　緑　地 （2.3）

2・2・4 大 門 下 0.25 1 別 所 2.3

2・2・5 新 山 0.30 白　　井　　市

近　隣　公　園 （30.5） 近　隣　公　園 （11.3）

3・4・6 浦 幡 新 田 5.8 3・3・1 中 木 戸 2.3

3・3・7 大 塚 前 2.0 3・3・2 七 次 第 1 2.5

3・3・10 多 々 羅 田 2.5 3・3・3 七 次 第 2 1.2

3・3・11 高 花 2.2 3・3・4 白 井 木 戸 2.0

3・3・13 草 深 第 １ 2.0 3・3・5 十 余 一 2.0

3・3・14 草 深 第 ２ 2.0 3・3・21 冨 士 公 園 1.3

3・3・15 草 深 第 ３ 2.1 地　区　公　園 （7.6）

3・3・16 滝 2.5 4・4・2 南 山 7.6

3・3・17 萩 原 2.1 総　合　公　園 （7.8）

3・3・18 浅 間 山 2.0 5・5・2 白 井 総 合 7.8

3・3・19 別 所 第 ２ 2.7 運　動　公　園 （11.6）

3・3・20 木 下 2.6 6・5・1 白 井 運 動 11.6

地　区　公　園 （30.0）

4・3・3 泉 3.5

4・4・1 印 旛村 西部 地区 4.3

4・4・5 松 虫 7.5

4・4・6 印 旛 村 中 央 4.1

4・5・4 草 深 中 央 10.6

用 途 地 域

建ぺい率

（％）

容積率

（％）

第一種低層住居専用地域

30、40

50、60

50、80

100、150

第 一 種 高 度 地 区 ( 注 1)

第一種中高層住居専用地域 60 200 第 二 種 高 度 地 区 ( 注 2)

第二種中高層住居専用地域 60 200 防 火 地 域

第 一 種 住 居 地 域 60 200 準 防 火 地 域

第 二 種 住 居 地 域 60 200 生 産 緑 地 地 区

準 住 居 地 域 60 200 市 街 化 区 域

近 隣 商 業 地 域 80 200

新住宅市街地開発事業区域

（千葉ニュータウン事業区域）

商 業 地 域 80 400、600 都市計画公園（緑地）

準 工 業 地 域 60 200 都 市 計 画 道 路

工 業 地 域 60 200 都 市 高 速 鉄 道

工 業 専 用 地 域 60 200 都 市 計 画 区 域

県 界

行 政 界

　凡　 例 　印西都市計画道路

番　号 名　称

延　長

（約　ｍ）

番　号 名　称

延　長

（約　ｍ）

3･1･1 千 葉 ニ ュ ー タ ウ ン 中 央 線 1 号 ７６ 4,670 3･4･23 草 深 別 所 線 １８ 2,310

3･1･2 千 葉 ニ ュ ー タ ウ ン 中 央 線 2 号 ７５ 16,110 3･3･24 宗 甫 草 深 線 ２５ 1,550

3･2･3 町 田 道 添 中 ノ 口 線 ３２ 6,230 3･4･25 別 所 滝 線 １６ 2,200

3･3･4 南 向 南 台 線 ２５ 2,560 3･4･26 大 清 水 石 道 台 線 １６ 2,520

3･3･4 南 向 南 台 線 （ 支 線 1 号 ） 190 3･4･27 原 上 割 原 中 割 線 １６ 500

3･3･5 西 辺 田 大 木 戸 根 線 ２５ 5,100 3･2･28 大 清 水 原 線 ３０ 1,530

3･3･6 遠 谷 津 五 斗 蒔 線 ２５ 7,570 3･4･30 宗 甫 滝 線 １６ 1,490

3･3･7 印 西 バ イ パ ス 線 ２２ 3,730 3･4･31 大 割 大 門 線 １６ 670

3･4･8 木 下 駅 南 口 線 ２０ 530 3･4･32 萩 原 前 出 戸 線 １８ 1,170

3･4･10 中 ノ 口 六 軒 線 １８ 1,140 3･4･33 庚 申 前 下 湯 屋 線 １９ 2,600

3･4･11 小 林 駅 南 口 線 １８ 470 3･4･34 大 山 口 富 塚 線 １６ 2,960

3･4･12 作 万 橋 道 作 線 １８ 1,990 3･1･35 中 央 北 駅 前 線 ５５ 290

3･4･14 国 道 16 号 ２１ 3,890 3･1･36 中 央 南 駅 前 線 ５０ 140

3･4･15 小 林 浅 間 新 田 線 １６ 1,040 3･3･37 中 央 東 西 線 ２８ 660

3･3･16 西 白 井 16 号 線 ２２ 2,690 3･3･38 中 央 南 北 線 ２８ 550

3･3･17 役 場 白 井 駅 線 ２２ 2,440 3･3･39 長 作 台 遠 蓮 線 ２７ 1,680

3･3･18 武 西 十 余 一 線 ２５ 790 3･4･40 下 湯 屋 浅 間 線 １８ 1,170

3･3･19 タ ウ ン セ ン タ ー 南 線 ２５ 2,340 3･4･41 竹 袋 大 森 線 １８ 2,780

3･3･20 タ ウ ン セ ン タ ー 西 線 ２５ 1,130 3･4･42 牧 の 原 駅 北 口 線 ２１ 80

3･3･21 タ ウ ン セ ン タ ー 北 線 ２７ 690 3･4･43 牧 の 原 駅 南 口 線 ２１ 90

3･2･22 タ ウ ン セ ン タ ー 東 線 ３６ 1,190 3･3･44 和 泉 草 深 線 ２５ 1,710

幅　員

（ｍ）

幅　員

（ｍ）

  １８.５

（印西都市計画区域は、船橋市を除く）

  印 西 都 市 計 画 図  
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建築基準法施行条例

（昭和三十六年千葉県条例第三十九号）

別表（第四十六条の二）備考を参照

　　　凡　　例

地区計画区域

1326
テキスト ボックス
1
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木下東地区地区計画の変更 

 

 

（変更理由） 

 本地区は、ＪＲ成田線木下駅より東方約１ｋｍに位置し、地区には南北に広

域幹線道路である国道３５６号が縦貫している。 

また、本地区は印西市マスタープランにおいて、地区の都市づくりの方針と

して、良好な居住環境の保全や沿道型商業施設の立地促進を行い、地区計画の

適切な運用により良好な居住環境を保全することとしている。 

本地区は、土地区画整理事業によって都市基盤が整備され、土地利用がなさ

れた地区であり、現在の住宅地が立ち並ぶ以前より、地区計画の決定によりそ

の事業効果を保全してきた地区である。 

 引き続き、適正な土地利用等の規制・誘導を図り、将来に渡り良好な都市環

境及び魅力的な街並みを形成するため、本地区計画を変更するとともに、地区

内の一部において、壁面の位置の制限の変更を行う。 
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印西都市計画地区計画の変更（印西市決定） 

                      

都市計画木下地区木下東地区地区計画を次のように変更する。 

名   称 木下東地区地区計画 

位   置 
印西市木下東一丁目、木下東二丁目、木下東三丁目及び木下東四丁目の全部の区域並びに平

岡字道口の一部の区域 

面   積 約 ３１．９ ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、ＪＲ成田線木下駅より東方約１ｋｍに位置し、印西町木下土地区画整理事業によ

って整備された住宅地である。この事業により道路・公園・上下水道等が整備され、電柱は道

路幅員の有効利用と街区景観を保全するため民地に配置されている。 

本地区計画は、土地区画整理事業による事業効果を維持・保全するとともに、秩序ある建築

物を誘導し、もって健全で良好な居住環境の形成及び保全を図ることを目標とする。 

区域の整備、 

開発及び保全に

関 す る 方 針 

本地区計画区域内の良好な居住環境の形成及び保全を図るため、「土地利用の方針」、「地区施

設の整備の方針」及び「建築物等の整備の方針」を定める。 

 

■土地利用の方針 

良好な住宅地としての景観や環境の形成を図る。 

■地区施設の整備の方針 

土地区画整理事業により整備された、道路、公園など地区施設が、これらの機能が損なわ

れないよう維持及び保全を図る。 

■建築物等の整備の方針 

建築物の建て詰まりを避け、敷地の再分割による過小宅地化を防止するため、「建築物の敷

地面積の最低限度」、美しい市街地景観を形成するため、「壁面の位置の制限」及び「工作物

等の設置の制限」、緑化の推進と地震時におけるブロック塀等の倒壊の危険性に対処するた

め、「垣又はさくの構造の制限」を定める。 
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地区整備計画書 

地 
 

区 
 

整 
 

備 
 

計 
 

画 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

建築物の敷地面積

の 最 低 限 度 

１６０㎡ 

 ただし、本地区計画に係る都市計画決定時において、現に建築物の敷地として使用

されている土地でこの規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に

基づいて建築物の敷地として使用するならばこの規定に適合しないこととなる土地

について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、この限りでない。 

壁 面 の 位 置 の 

制 限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は１ｍ以上とす

る。 

 ただし、建築物に付属する自動車車庫及び物置で床面積の合計が２０㎡未満のもの

又は次に掲げる道路に面する部分においては、この限りでない。 

 ・市道１４－０４６号線の一部 

 ・市道１４－０４８号線の一部 

 ・市道１４－１０３号線の全部 

工作物等の設置の

制 限 

 本地区内にある施設以外の施設のための広告塔、広告板等及び案内板。ただし、公

共の用に供することを目的としたものについては、この限りでない。 

垣 又 は さ く の 

構 造 の 制 限 

 道路境界線に面する垣又はさくは原則として生垣とする。生垣以外とする場合は高

さは２ｍ以下とし、上部１ｍ以上をフェンスや金属柵とするものとする。ただし、他

の法令で高さ１ｍを超えるコンクリート塀等の設置が義務とされる場合については、

この限りでない。 

 

「計画区域、地区整備計画区域は、計画図（地区整備計画図）表示のとおり。」 

理由 本地区計画区域は、土地区画整理事業によって基盤整備が行われた区域であり、良好な居住環境の形成及び保全
を図るため地区計画を変更する。 
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印西都市計画地区計画の変更（印西市決定）  

                      

都市計画木下地区木下東地区地区計画を次のように変更する。 

名   称 木下東地区地区計画 

位   置 
印西市木下東一丁目、木下東二丁目、木下東三丁目及び木下東四丁目の全部の区域並びに

平岡字道口の一部の区域 

面   積 約３１．９ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、ＪＲ成田線木下駅より東方約１ｋｍに位置し、印西町木下土地区画整理事業に

よって整備された住宅地である。この事業により道路・公園・上下水道等が整備され、電柱

は道路幅員の有効利用と街区景観を保全するため民地に配置されている。 

本地区計画は、土地区画整理事業による事業効果を維持・保全するとともに、秩序ある建

築物を誘導し、もって健全で良好な居住環境の形成及び保全を図ることを目標とする。 

区域の整備、開

発及び保全に関

する方針 

本地区計画区域内の良好な居住環境の形成及び保全を図るため、「土地利用の方針」、「地区

施設の整備の方針」及び「建築物等の整備の方針」を定める。 

 

■土地利用の方針 

良好な住宅地としての景観や環境の形成を図る。 

■地区施設の整備の方針 

土地区画整理事業により整備された、道路、公園など地区施設が、これらの機能が損な

われないよう維持及び保全を図る。 

■建築物等の整備の方針 

建築物の建て詰まりを避け、敷地の再分割による過小宅地化を防止するため、「建築物

の敷地面積の最低限度」、美しい市街地景観を形成するため、「壁面の位置の制限」及び「工

作物等の設置の制限」、緑化の推進と地震時におけるブロック塀等の倒壊の危険性に対処

するため、「垣又はさくの構造の制限」を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印西都市計画地区計画の決定（印西町決定） 

                      

印西都市計画木下地区木下東地区計画を次のように決定する。 

名 称 木下地区木下東地区計画 

位 置 
印西町大字木下字金戸及び大字竹袋字中割、三ノ割並びに大字平岡字道口の各一部 

（印西町木下土地区画整理事業区域） 

面 積 約３１．９ｈａ 

区域の整備、開

発及び保全の方

針 

 本地区は、国鉄成田線木下駅より東方約１ｋｍに位置し、印西町木下土地区画整理事業が

施行中である。この事業により道路・公園・上下水道等が整備され、電柱は道路幅員の有効

利用と街区景観を保全するため民地に配置されている。 

 現在、家屋はほとんどなく今後住宅建設が進められる区域である。 

 そこで、 

 １ 建築物の建て詰まりを避け、また、敷地の再分割による過小宅地化を防止するため、

敷地面積の最低限度を定める。 

 ２ 美しい市街地景観を形成するため、建築物の壁面の位置と広告板等の工作物の設置を

制限する。 

 ３ 緑化の推進と地震時におけるブロック塀等の倒壊の危険性に対処するため、かき又は

さくの構造を制限する。 

 地区計画を策定することにより、土地区画整理事業による事業効果を保全するとともに、

秩序ある建築物の形成を誘導し、もって健全で良好な住環境の育成を図ることを目標とす

る。 

 
 

変更前 変更後（案） 

5 

※赤字下線は変更箇所 



 

 

地区整備計画書 
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建築物の敷地面

積の最低限度 

１６０㎡ 

 ただし、本地区計画に係る都市計画決定時において、現に建築物の敷地として使

用されている土地でこの規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利

に基づいて建築物の敷地として使用するならばこの規定に適合しないこととなる土

地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、この限りでない。 

壁面の位置の制

限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は１ｍ以上とす

る。 

 ただし、建築物に付属する自動車車庫及び物置で床面積の合計が２０㎡未満のも

の又は次に掲げる道路に面する部分については、この限りでない。 

 ・市道１４－０４６号線の一部 

 ・市道１４－０４８号線の一部 

 ・市道１４－１０３号線の全部 

工作物等の設置

の制限 

 本地区内にある施設以外の施設のための広告塔、広告板等及び案内板。ただし、

公共の用に供することを目的としたものについては、この限りでない。 

垣又はさくの構

造の制限 

 道路境界線に面する垣又はさくは原則として生垣とする。生垣以外とする場合は

高さは２ｍ以下とし、上部１ｍ以上をフェンスや金属柵とするものとする。ただし、

他の法令で高さ１ｍを超えるコンクリート塀等の設置が義務とされる場合について

は、この限りでない。 

 

「計画区域、地区整備計画区域は、計画図（地区整備計画図）表示のとおり。」 

理由 本地区計画区域は、土地区画整理事業によって基盤整備が行われた区域であり、良好な居住環境の形成及び

保全を図るため地区計画を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区整備計画書 
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建築物の敷地面

積の最低限度 

 建築物の敷地面積は、１６０㎡以上でなければならない。 

 ただし、本地区計画に係る都市計画決定時において、現に建築物の敷地として使

用されている土地でこの規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利

に基づいて建築物の敷地として使用するならばこの規定に適合しないこととなる土

地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、この限りでない。 

（知事承認事項） 

建築物の壁面の

位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は１ｍ以上でな

ければならない。 

 ただし、建築物に付属する車庫及び物置で延べ面積が２０㎡未満のものについて

は、この限りでない。 

設けることが出

来ない工作物 

 本地区内にある施設以外の施設のための広告塔、広告板等及び案内板。ただし、

公共的なものについては、この限りではない。 

かき又はさくの

構造の制限 

 道路に面するかき又はさくは、原則として生垣とする。生垣以外にあっては高さ

２ｍ以下とし上部１ｍ以上をフェンスや金属柵とするものとする。ただし、他の法

令で高さ１ｍを超えるコンクリート塀等の設置が義務とされる場合については、こ

の限りでない。 

区域は､計画図表示のとおり 

理 由 
 本地区は、土地区画整理事業によって基盤整備が行われた区域であるので、良好な住環境の保全と

形成を図るため地区計画を決定する。 

 

変更前 変更後（案） 
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※赤字下線は変更箇所 
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